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役員退職金に係る各府省独立行政法人評価委員会からの業績勘案率の通知に

対し、政策評価・独立行政法人評価委員会として意見を述べる際の当分科会の

検討に当たっては、以下の方針とする。 

 

１．業績勘案率は、独立行政法人の役員退職金を国家公務員並にするという今

般の退職金の見直しの趣旨にかんがみ、1.0を基本とする。 

 

２．各府省独立行政法人評価委員会からの通知が1.0を超える場合など厳格な

検討が求められる場合には、当分科会としては、算定に当たっての客観性の

確保、法人の業績又は担当業務の実績（以下「法人等の業績」という。）の反

映重視を基本に、以下の観点から厳しく検討を行う。 

 

① 退職役員の在職期間に係る法人等の業績が、当該法人の過去の通常の業

績とは明確に差があること及びその差を、客観的、具体的かつ明確に説明

できるものとなっていること。 

 

② 業績勘案率算定時に在職期間に係る年度評価結果が確定していない場合、

当該期間の法人等の業績を客観的・具体的根拠によって認定していること。 

 

③ 業績勘案率算定に当たっての法人の個々の評価結果のウェイト付けが適

切であること。 

 

④ 在職時に受けた役員報酬に対する法人等の業績等の反映状況と整合的で



あること。 

 

⑤ 退職役員の個人的な業績を考慮する場合、 

・ 考慮の程度が付随的なものとなっており、法人等の業績に比べて重視

しすぎていないこと。 

・ 過去の役員の通常の業績とは差があったことを客観的・具体的根拠に

よって認定していること。 

・ 個人的な業績を考慮して業績勘案率を変動させる幅について、過去の

役員の通常の業績との差に対応した明確な基準が定められていること。

また、客観的・具体的根拠によってその幅を決定していること。 

・ 役員任期中における、法人役員としての固有の業務に関する個人的な

業績であること。 

 

⑥ 法人等の特筆すべき活動等の要素を業績勘案率の算定に当たって考慮す

べき特段の事情があるとされている場合、当該要素を考慮することが妥当

であること。 

 

⑦ 退職役員の在職期間における目的積立金の額に照らして適切な水準であ

ること。 

 

⑧ 理事長、理事、監事等の個々の職責に応じた形で算定されていること。 

 

⑨ 各府省独立行政法人評価委員会において、客観的資料を基に、十分な体

制、時間をもって審議されていること。業績勘案率は、結果として、業績

に応じて弾力的なものであること。また、決定された業績勘案率及びその

理由が公表されること。 


